
　地域包括支援センター等が、利用
者の希望や状態に応じたケアプラン
を作成します。

注

注 通所型サービスの利用を希望される場合、利用希望者の基本チェック
リスト（継続利用者は「通所型サービス診断票」）の該当項目に応じた
サービスを案内します。

介護予防訪問介護相当のサービス
健康づくりヘルパー
短期集中型訪問指導

介護予防通所介護相当のサービス
健康づくりデイトレーニング
健康づくりデイサービス




